
【表紙】

【提出書類】 四半期報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の７第１項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成24年11月13日

【四半期会計期間】 第111期第２四半期（自　平成24年７月１日　至　平成24年９月30日）

【会社名】 丸全昭和運輸株式会社

【英訳名】 Maruzen Showa Unyu Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　　浅井　俊之

【本店の所在の場所】 横浜市中区南仲通二丁目15番地

【電話番号】 ０４５（６７１）５８７９

【事務連絡者氏名】 取締役経理部長　　石川　健一

【最寄りの連絡場所】 横浜市中区南仲通二丁目15番地

【電話番号】 ０４５（６７１）５８７９

【事務連絡者氏名】 取締役経理部長　　石川　健一

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

　

EDINET提出書類

丸全昭和運輸株式会社(E04178)

四半期報告書

 1/26



第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第110期

第２四半期連結
累計期間

第111期
第２四半期連結
累計期間

第110期

会計期間

自平成23年
４月１日
至平成23年
９月30日

自平成24年
４月１日
至平成24年
９月30日

自平成23年
４月１日
至平成24年
３月31日

営業収益（百万円） 43,566 43,658 87,121

経常利益（百万円） 2,361 2,480 4,683

四半期（当期）純利益（百万円） 1,377 1,317 2,654

四半期包括利益又は包括利益

（百万円）
841　 842　 2,675

純資産額（百万円） 54,534 56,046 55,569

総資産額（百万円） 91,576 92,745 94,165

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
15.20 14.72 29.32

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－  － －

自己資本比率（％） 59.41 60.33 58.93

営業活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
1,668 2,082 5,108

投資活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△625 △2,244 △2,216

財務活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△665 △666 △1,709

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（百万円）
12,053 12,019 12,868

　

回次
第110期

第２四半期連結
会計期間

第111期
第２四半期連結
会計期間

会計期間

自平成23年
７月１日
至平成23年
９月30日

自平成24年
７月１日
至平成24年
９月30日

１株当たり四半期純利益金額

（円）
6.78 4.74

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．営業収益には、消費税等は含んでおりません。

３. 潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。　
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２【事業の内容】

　当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。　
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第２四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載し

た事業等のリスクについての重要な変更はありません。 

 

２【経営上の重要な契約等】

　当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。　

  

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（１）業績の状況

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復興需要などにより緩やかな回復基調が見られた

ものの、長引く欧州債務問題や新興国経済の成長鈍化による世界経済の減速、円高・株安・デフレの長期化、厳しい雇用

情勢、電力供給の制約などの影響により、依然として不透明な状況が続きました。

一方、物流業界におきましては国際貨物の輸送量は欧州や新興国の経済が減速傾向を強めていることから大きな増加

は期待できず、また国内貨物の輸送量は生産の回復や前年度における大幅な減少の反動などを受け、ようやく増加の兆

しが見えてきましたが、反動の一巡後は景気の減速を受けて再び減少が予想される状況です。さらに、トラックの燃料価

格も高止まりで推移し、引き続き厳しい経営環境が続いております。

このようななかで、当社グループは平成22年度を初年度とする３か年にわたる第四次中期経営計画の最終年度を迎

え、重点施策である１．売上の拡大　２．物流品質の維持・向上　３．企業基盤の強化　に全力で取り組み、収益目標の達

成に努めております。

また、本年７月以降は浅井新社長のもと、次の第五次中期経営計画へ繋げるため、１．人材の強化　２．現場力の強化　

３．営業力の強化　４．管理力の強化　の４点に焦点を合わせ、協力企業との連携を強化しオール丸全による国内物流機

能の強化とグローバル・ロジスティクス・パートナーをめざす姿として海外拠点の機能強化にも取り組んでおります。

この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は43,658百万円（前年同期比0.2％増）、営業利益は2,257百万円（前

年同期比2.9％増）、経常利益は2,480百万円（前年同期比5.0％増）となりましたが、四半期純利益は上場株式評価損の

計上があり1,317百万円（前年同期比4.3％減）となりました。

  セグメント別の状況につきましては、次のとおりであります。　　

　

＜物流事業＞

貨物自動車運送事業については、関東地区では食品関連の業務撤退や合成樹脂、鉄鋼、非鉄金属などの取扱い減少もあ

りましたが、建設機械部品の取扱いが増加しました。中部地区でも映像関連の新規輸配送業務の受注や油脂、プリンター

周辺機器などの取扱いが増加し、全体として増収となりました。

港湾運送事業については、関東地区では建設機械の輸出入の取扱いや青果物の取扱いが増加しましたが、非鉄金属関

連の輸入取扱いが減少しました。中部地区でも鉄鋼関連の業務が減少し、全体として減収となりました。

倉庫業については、関東地区では航空貨物の減少に伴う取扱いの減少がありましたが、建設機械部品の取扱いが大幅

に増加し、研磨材料、合成樹脂などの取扱いも増加しました。関西地区でも合成樹脂や化成品の取扱いが増加し、全体と

して増収となりました。

鉄道利用運送事業については、関東地区でのJRコンテナを使用した業務が増加し、全体として増収となりました。

その他の物流付帯事業については、外航船収入では大型プラントの受注や自動車部品の取扱い増加、東南アジア向け

の設備移設案件などにより増収となりました。航空収入では前期に外航船扱いからシフトしていたプラントの取扱いが

終了し、減収となりました。荷捌収入では日用雑貨品取扱い業務の終了や合成樹脂取扱いの減少により減収となりまし

たが、全体として増収となりました。

その結果、物流事業の売上高は前年同期比0.5％増収の34,633百万円、営業利益は前年同期比4.2％増益の1,472百万円

となりました。

 

＜構内作業及び機械荷役事業＞

構内作業については、関東地区では鉄鋼関連の得意先合理化に伴う減少がありましたが、建設機械部品の取扱いが増

加し、関西地区でも日用雑貨品の取扱い増加があり、増収となりました。

機械荷役事業については、クレーン作業の案件が減少し、減収となりました。

その結果、構内作業及び機械荷役事業の売上高は前年同期比1.8％増収の7,416百万円、営業利益は前年同期比17.7％　

　増益の490百万円となりました。　
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＜その他事業＞

工事収入については、大型の移設案件が終了となり、減収となりました。地代収入については、期間満了による契約件

数の減少があり、減収となりました。

その結果、その他事業の売上高は前年同期比12.2％減収の1,609百万円、営業利益は前年同期比19.0％減益の294百万

円となりました。

　

（２）財政状態の分析　

当第２四半期の総資産は、92,745百万円と前連結会計年度末に比べ1,419百万円減少しました。　

  このうち、流動資産は32,340百万円となり、前連結会計年度末に比べ965百万円減少しました。主な要因は前連結会

計年度末に比べ前払費用が186百万円、その他に含まれる信託受益権が1,002百万円、立替金が285百万円増加し、受取

手形及び営業未収金が1,088百万円、有価証券が699百万円、現金及び預金が648百万円減少したことによります。また

固定資産は60,404百万円となり前連結会計年度末に比べ454百万円減少しました。その主な要因は有形固定資産が640

百万円増加し、上場株式の時価下落等により投資有価証券が1,063百万円減少したことを反映したものです。

  流動負債は27,957百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,477百万円増加しました。主な要因は前連結会計年度末

に比べ支払手形及び営業未払金が684百万円、未払法人税等が488百万円減少し、短期借入金が4,680百万円増加したこ

とによります。また固定負債は8,741百万円となり前連結会計年度末に比べ5,374百万円減少しました。その主な要因

は長期借入金が4,868百万円、退職給付引当金が290百万円、繰延税金負債が147百万円減少したことによるものです。

  当第２四半期の純資産は、56,046百万円と前連結会計年度末と比べ476百万円増加しました。主な要因は前連結会計

年度末に比べその他有価証券評価差額金が496百万円減少し、利益剰余金が952百万円増加したことによるものです。

　

（３）キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末より848百万

円減少し、12,019百万円となりました。

当第２四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりであります。

　

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果得られた資金は2,082百万円（前年同期比414百万円の増加）となりました。これは、税金等調整前四

半期純利益2,011百万円および減価償却費1,372百万円の計上額、売上債権の減少額1,097百万円、そして仕入債務の減少

額687百万円、退職給付引当金の減少額290百万円、利息の支払額127百万円および法人税等の支払額1,063百万円を反映

したものです。

　

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は2,244百万円（前年同期比1,619百万円の増加）となりました。

これは、主に有形固定資産の取得による支出額1,605百万円を反映したものです。

　

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果使用した資金は666百万円（前年同期比０百万円の増加）となりました。

これは、主に借入金の純減少額188百万円および配当金の支払額364百万円を反映したものです。
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（４）事業上及び財務上の対処すべき課題　

当第２四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

　なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等（会社法施

行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりであります。

《当社株式等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策）について》

当社は、平成20年５月12日開催の当社取締役会において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に

関する基本方針(会社法施行規則第118条第3号に定義されるものをいい、以下「基本方針」といいます。)　ならびに基本

方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の決定が支配されることを防止するための取り組み(会社法施

行規則第118条第3号ロ(2))の一つとして、「当社株券等の大規模買付行為に関する対応策」(以下「旧プラン」といい

ます。)　を導入することに関する決議を行い、平成20年６月27日開催の当社第106回定時株主総会において旧プランの導

入について株主の皆様のご承認をいただきました。当社では、株主共同の利益及び企業価値の維持・向上の観点から、継

続の是非も含めそのあり方について検討してまいりました。その結果、情勢の変化や平成20年６月30日に企業価値研究

会が公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」の内容等を踏まえ、旧プランを一部修正したうえ

で、当社の定款第16条の定めに基づき、平成23年６月29日開催の当社第109回定時株主総会において株主の皆様の承認を

頂き、継続することといたしました（以下、継続後の対応策を「本プラン」といいます。）。

Ⅰ．当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針の内容　

当社は、金融商品取引所に株式を上場している者として、市場における当社株式の自由な取引を尊重し、特定の者に

よる当社株式の大規模買付行為であっても、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資する

ものである限り、これを一概に否定するものではありません。また、最終的には株式の大規模買付提案に応じるかどう

かは株主の皆様の決定に委ねられるべきだと考えています。

ただし、株式の大規模買付提案の中には、たとえばステークホルダーとの良好な関係を保ち続けることができない

可能性があるなど、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を損なうおそれのあるものや、当社グループの

価値を十分に反映しているとは言えないもの、あるいは株主の皆様が最終的な決定をされるために必要な情報が十分

に提供されないものもありえます。そのような大規模買付行為を行なう者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支

配する者として不適切であると考え、かかる提案に対して、当社取締役会は、株主の皆様から負託された者の責務とし

て、株主の皆様のために、必要な時間や情報の確保、株式の大規模買付提案者との交渉などを行なう必要があると考え

ております。

Ⅱ．基本方針の実現に資する特別な取組み　

当社は、昭和６年創業の総合物流企業であり、社是である「熱と努力」の下、経営理念の第一義に「お客様第一主

義」を掲げ、国内外の関係会社や提携会社と一体となった物流ネットワークと最新のＩＴ技術を駆使した海・陸・空

にわたる複合一貫輸送に取組んでまいりました。

このような当社及び当社グループの企業価値の源泉は、①高度化する物流市場の多様なニーズに即応できるグロー

バルな物流サービスの構築力と提案力、②最新の物流施設、豊富な経験と高度な技術を兼ね備えた高品質な現場力、③

物流は公益に深く関わった事業である事を自覚し、コンプライアンスを第一に、安全、環境、品質等、ＣＳＲへの取組み

強化、にあると考えております。

まず、①の物流サービスの構築力と提案力は、物流と情報の一元化を可能とする３ＰＬ（サードパーティ・ロジス

ティクス）システム（当社では、“マルゼンロジスティクスパートナー”の頭文字をとって“ＭＬＰシステム”と呼

称）をツールとして物流システムのオーダーメードを実現しお客様から高い評価を得ております。

次に②の高品質な現場力では、お客様からお預かりする貨物の特性に精通した物流管理能力に優れた人財と個々の

作業に類まれな技術力を発揮する技術者を配置し、高品質な物流サービスを提供することにより長年に亘りお客様か

ら厚い信頼をいただいております。

又、③のＣＳＲへの取組み強化では、内部統制システムの構築とともにＣＳＲ推進体制としてＣＳＲ推進会議（議

長：社長）を設置し、下部委員会としてコンプライアンス委員会、リスク管理委員会、個人情報保護管理委員会、環境

委員会、安全品質委員会を置き、ＣＳＲに関する整合性の取れた組織的な取組みにより社会的責任を全うできる企業

体を構築しております。

このような創業以来の当社及び当社グループの取組みの積み重ねが現在の企業価値の源泉となっております。当社

の企業文化の継続・発展を通して当社の社会的意義を高めることになり、結果として企業価値及び株主共同利益の最

大化に繋がるものと考えております。
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Ⅲ．基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組

み

１．本プランの概要と目的　

当社取締役会は、当社株式等の大規模買付行為を行なおうとする者が遵守すべきルールを明確にし、株主の皆様が

適切な判断をするために必要かつ十分な情報及び時間、並びに大規模買付行為を行なおうとする者との交渉の機会を

確保するために、本プランを継続することといたしました。　

本プランは、以下の通り、当社株式等の大規模買付行為を行なおうとする者が遵守すべきルールを策定するととも

に、一定の場合には当社が対抗措置をとることによって大規模買付行為を行なおうとする者に損害が発生する可能性

があることを明らかにし、これらを適切に開示することにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さない

当社株式等の大規模買付行為を行なおうとする者に対して、警告を行なうものです。

なお、本プランにおいては対抗措置の発動にあたって、当社取締役会がより適切な判断を下せるようにするため、独

立委員会規程に従い、当社社外取締役、当社社外監査役、又は社外の有識者（実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護

士、公認会計士若しくは学識経験者又はこれらに準じる者）で、当社の業務執行を行なう経営陣から独立した者のみ

から構成される独立委員会（以下「独立委員会」といいます。）の勧告を尊重するとともに、株主の皆様に適時に情

報開示を行なうことにより透明性を確保することとしています。また、独立委員会の勧告がある等一定の場合には、株

主意思の確認手続きとして、株主意思確認総会における株主投票、又は書面投票のいずれかを選択し実施することが

あります。

なお、当社は現時点において当社株式等の大規模買付行為に係る提案を受けているわけではありません。

２．本プランの内容

（１） 本プランに係る手続き

①対象となる大規模買付等

本プランは以下の(ⅰ)又は(ⅱ)に該当する当社株式等の買付け又はこれに類似する行為（但し、当社取締役会が

承認したものを除きます。係る行為を、以下「大規模買付等」といいます。）がなされる場合を適用対象とします。

大規模買付等を行ない、又は行なおうとする者（以下「買付者等」といいます。）は、予め本プランに定められる手

続きに従わなければならないものとします。

（ⅰ）当社が発行者である株式等について、保有者の株式等保有割合が20％以上となる買付け 

（ⅱ）当社が発行者である株式等について、公開買付けに係る株式等の株式等所有割合及びその特別関係者の株式等所

有割合の合計が20％以上となる公開買付け　

②「意向表明書」の当社への事前提出

買付者等におきましては、大規模買付等の実行に先立ち、当社取締役会に対して、当該買付者等が大規模買付等に

際して本プランに定める手続きを遵守する旨の誓約文言等を記載した書面（以下「意向表明書」といいます。）を

当社の定める書式により日本語で提出していただきます。

③「本必要情報」の提供

上記②の「意向表明書」をご提出いただいた場合には、買付者等におきましては、以下の手順に従い、当社に対し

て、大規模買付等に対する株主の皆様のご判断のために必要かつ十分な情報（以下「本必要情報」といいます。）

を日本語で提供していただきます。

まず、当社は、買付者等に対して、「意向表明書」を提出していただいた日から10営業日（初日不算入）以内に、

当初提出していただくべき情報を記載した「情報リスト」を買付者等の国内連絡先に発送いたしますので、買付者

等には、係る「情報リスト」に従って十分な情報を当社に提出していただきます。

また、上記の「情報リスト」に従い買付者等から提供していただいた情報では、大規模買付等の内容及び態様等

に照らして、株主の皆様のご判断及び当社取締役会の評価・検討等のために不十分であると当社取締役会及び独立

委員会が合理的に判断する場合には、当社取締役会が別途請求する追加の情報を買付者等から提供していただきま

す。

但し、買付者等からの情報提供の迅速化と、取締役会が延々と情報提供を求めて情報提供期間を引き延ばす等の

恣意的な運用を避ける観点から、この情報提供期間の上限を意向表明書受領から60日間に限定し、仮に本必要情報

が十分に揃わない場合であっても、情報提供期間が満了したときは、その時点で直ちに「独立委員会検討期間」

（⑤にて後述します。）を開始するものとします（但し、買付者等から、合理的な理由に基づく延長要請があった場

合には、必要に応じて情報提供期間を延長することがあります。 ）。
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④取締役会評価期間の設定等

当社取締役会は、情報提供完了通知を行なった後、大規模買付等の評価の難易度等に応じて、以下の(ⅰ)又は(ⅱ)

の期間（いずれも初日不算入）を、当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成及び代替案立案のための期間

（以下「取締役会評価期間」といいます。）として設定します。

（ⅰ）対価を現金（円価）のみとする公開買付けによる当社全株式等を対象とする公開買付けの場合には最大60日間

（ⅱ）その他の大規模買付等の場合には最大90日間

ただし、上記(ⅰ)(ⅱ)いずれにおいても、取締役会評価期間は評価・検討のために不十分であると当社取締役会

及び独立委員会が合理的に認める場合にのみ延長できるものとし、その場合は、具体的延長期間及び当該延長期間

が必要とされる理由を買付者等に通知するとともに株主の皆様に開示いたします。また、延長の期間は最大30日間

とします。

当社取締役会は、取締役会評価期間内において、必要に応じて適宜外部専門家等の助言を得ながら、買付者等から

提供された本必要情報を十分に評価・検討し、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の観点から、買付者

等による大規模買付等の内容の検討等を行なうものとします。当社取締役会は、これらの検討等を通じて、大規模買

付等に関する当社取締役会としての意見を慎重にとりまとめ、買付者等に通知するとともに、適時かつ適切に株主

の皆様に開示いたします。また、必要に応じて、買付者等との間で大規模買付等に関する条件・方法について交渉

し、更に、当社取締役会として、株主の皆様に代替案を提示することもあります。

当社取締役会は、買付者等より意向表明書、本必要情報の提出を受け、取締役会評価期間開始と同時に、独立委員

会に対し、買収防衛策発動の是非について諮問します。なお、その際に買付者等より提出を受けた全ての情報を独立

委員会に提供いたします。

⑤対抗措置の発動に関する独立委員会の勧告

独立委員会は、取締役会評価期間内に、上記④の当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成及び代替案立案と

並行して、以下の手続きに従い、当社取締役会に対して対抗措置の発動の是非に関する勧告を行なうものとします。

その際、独立委員会の判断が当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上に資するようになされることを確保す

るために、独立委員会は、当社の費用で、当社の業務執行を行なう経営陣から独立した第三者（投資銀行、証券会社、

フィナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含みます。）の助言を得る

ことができるものとします。なお、独立委員会が当社取締役会に対して以下の(ⅰ)又は(ⅱ)に定める勧告をした場

合には、当社取締役会は、当該勧告の事実とその概要その他当社取締役会が適切と判断する事項について、速やかに

情報開示いたします。

(ⅰ)買付者等が本プランに定める手続きを遵守しなかった場合

独立委員会は、買付者等が上記②から④までに規定する手続きを遵守しなかった場合には、原則として当社取締

役会に対し対抗措置の発動を勧告します。

(ⅱ)買付者等が本プランに定める手続きを遵守した場合

買付者等が上記②から④までに規定する手続きを遵守した場合には、独立委員会は、原則として当社取締役会に

対して対抗措置の不発動を勧告します。

⑥取締役会の決議、株主意思の確認

当社取締役会は、上記⑤に定める独立委員会の勧告を踏まえて当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上と

いう観点から速やかに対抗措置の発動又は不発動の決議を行なうものとします。

なお、独立委員会が対抗措置の発動を勧告するに際して、事前に株主意思の確認を得る旨の意見を述べた場合、当

社取締役会は、株主意思確認総会における株主投票又は書面投票のいずれかの方法（以下「株主意思確認総会等」

といいます。）を選択し、対抗措置の発動に関する議案を付議することがあります。株主意思確認総会は、定時株主

総会又は臨時株主総会とあわせて開催する場合もあります。当社取締役会において株主意思確認総会等の実施を決

定した場合には、取締役会評価期間はその時点を以って満了するものとします。

株主意思確認総会等を行なう場合、当社取締役会は、株主意思確認総会又は書面投票のいずれによって株主意思

の確認を行なうのかを決定した後に、投票権を行使できる株主を確定するための基準日（以下「投票基準日」とい

います。）を定め、これらの決定内容を速やかに情報開示します。なお、株主意思確認総会等の手続きにおいて投票

権を行使することができる株主は、投票基準日の最終の株主名簿に記録された株主とし、投票権は議決権１個につ

き１個とします。また、投票基準日は、取締役会評価期間が満了した後、実務上可能な限り最短の日とし、公告は投票

基準日の2週間前までに行なうものとします。

株主意思確認総会等において、対抗措置の発動に関する議案が可決された場合には、当社取締役会は当該株主意

思確認総会等における決定に従い、対抗措置の発動に関する決議を行ない、必要な手続きを行ないます。一方、当該

株主意思確認総会等において、対抗措置の発動に関する議案が否決された場合には、当社取締役会は、対抗措置の不

発動に関する決議を行ないます。
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当社取締役会は、上記の決議を行なった場合には、その内容が対抗措置の発動であるか不発動であるかを問わず、

当該決議の概要その他当社取締役会及び独立委員会が適切と判断する事項について、また株主意思確認総会等を実

施した場合には、投票結果その他当社取締役会及び独立委員会が適切と判断する事項について、速やかに情報開示

を行ないます。

⑦対抗措置の中止又は発動の停止

当社取締役会が上記⑥の手続きに従い対抗措置の発動を決議した後又は発動後においても、(ⅰ)買付者等が大規

模買付等を中止した場合又は(ⅱ)対抗措置を発動するか否かの判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、か

つ、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上という観点から発動した対抗措置を維持することが相当でない

と考えられる状況に至った場合には、当社取締役会は、対抗措置の中止又は発動の停止を行なうものとします。

当社取締役会は、上記決議を行なった場合、速やかに、当該決議の概要その他当社取締役会が適切と判断する事項

について、情報開示を行ないます。

⑧大規模買付等の開始

買付者等は、上記①から⑥に規定する手続きを遵守するものとし、当社取締役会において対抗措置の発動又は不

発動の決議がなされるまでは大規模買付等を開始することはできないものとします。

（２）本プランにおける対抗措置の具体的内容

当社取締役会が上記(1)⑥に記載の決議に基づき発動する対抗措置としては、新株予約権（以下「本新株予約

権」といいます。）の無償割当てを行なうこととします。

当社取締役会は、対抗措置の発動を決議した後又は発動後においても、上記(1)⑦に記載の通り、対抗措置の中止

又は発動の停止を決定することがあります。例えば、対抗措置として当社取締役会が本新株予約権の無償割当てを

決議した場合において、買付者等が大規模買付等を中止し、当社取締役会が上記(1)⑦に記載の決議を行なった場合

には、本新株予約権の無償割当てについて設定した基準日に係る権利落ち日の前日までにおいては本新株予約権の

無償割当てを中止し、本新株予約権の無償割当ての効力発生日以後本新株予約権の行使期間の開始日の前日までに

おいては当社が無償で本新株予約権を取得する等の方法で、対抗措置の発動を停止することができるものとしま

す。

（３）本プランの有効期間、廃止及び変更　

本プランの有効期間は、第109回定時株主総会において承認が得られましたので、当該有効期間を平成26年6月開

催予定の定時株主総会終結の時までとします。

ただし、係る有効期間の満了前であっても、当社の株主総会において本プランの変更又は廃止の決議がなされた

場合には、本プランは当該決議に従い、その時点で変更又は廃止されるものとします。また、当社の株主総会で選任

された取締役で構成される取締役会により本プランの廃止の決議がなされた場合には、本プランはその時点で廃止

されるものとします。

Ⅳ．上記Ⅱ及びⅢの取組みについての取締役会の判断及びその理由

　　当社取締役会は、次の理由から上記Ⅱ及びⅢの取組みが上記Ⅰの基本方針に沿い、株主の共同の利益を損なうもの

でなく、また、当社の役員の地位の維持を目的とするものではないと判断しております。

（１）買収防衛策に関する指針の要件を全て充足していること　

本プランは、経済産業省及び法務省が平成17年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上

のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・

株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則）を全て充足しており、かつ、企業価値研究会が平成20年6月30日に発

表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」を踏まえております。

（２）当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の目的をもって継続導入されていること　

本プランは、上記Ⅲ１．に記載の通り、当社株式等に対する大規模買付等がなされた際に、当該大規模買付等に応

じるべきか否かを株主の皆様がご判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や期間を確

保し、株主の皆様のために買付者等と交渉を行なうこと等を可能とすることにより、当社の企業価値・株主共同の

利益を確保し、向上させるという目的をもって継続導入されるものです。

（３）株主意思を重視するものであること　

本プランは、第109回定時株主総会において株主の皆様のご承認を得たうえで継続することとしており、上記Ⅲ

２．(3)に記載した通り、その後の当社株主総会において本プランの変更又は廃止の決議がなされた場合には、本プ

ランも当該決議に従い変更又は廃止されることになります。従いまして、本プランの継続導入及び廃止には、株主の

皆様のご意思が十分反映される仕組みとなっています。　

（４）合理的な客観的発動要件の設定　

本プランは、上記Ⅲ２．(1)に記載の通り、合理的かつ客観的な発動要件が充足されなければ発動されないように

設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しています。
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（５）独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示　

本プランにおいては、当社取締役会がより適切な判断を下せるようにするため、対抗措置の発動等を含む本プラ

ンの運用に関する決議及び勧告を客観的に行なう取締役会の諮問機関として独立委員会を設置します。

独立委員会は、当社の業務執行を行なう経営陣から独立している、当社の社外取締役、社外監査役又は社外の有識

者（実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士若しくは学識経験者等）から選任される委員３名以上

により構成されます。また、当社は、必要に応じ独立委員会の判断の概要について株主の皆様に情報開示を行なうこ

ととし、当社の企業価値・株主共同の利益に資するよう本プランの透明な運営が行なわれる仕組みを確保していま

す。　

（６）デッドハンド型若しくはスローハンド型買収防衛策ではないこと

上記Ⅲ２．(3)に記載の通り、本プランは、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により、い

つでも廃止することができるものとされております。従って、本プランは、デッドハンド型買収防衛策（取締役会の

構成員の過半数を交代させても、なお発動を阻止できない買収防衛策）ではありません。また、当社は期差任期制を

採用していないため、本プランはスローハンド型買収防衛策（取締役会の構成の交代を一度に行なうことができな

いため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策）でもありません。

　

　

（５）研究開発活動

該当事項はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 197,000,000

計 197,000,000

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成24年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成24年11月13日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 98,221,706 98,221,706
東京証券取引所

（市場第一部）

権利内容に何ら

限定のない当社

における標準と

なる株式であり、

単元株式数は

1,000株でありま

す。

計 98,221,706 98,221,706 － －

 　

　

（２）【新株予約権等の状況】

　　　　　  該当事項はありません。　

　

　

　

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　　　　　　該当事項はありません。　

　

　

　

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。　

　　

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総数
増減数
（株）

発行済株式総数
残高
（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額
（百万円）

資本準備金残高
（百万円）

平成24年７月１日～
平成24年９月30日

－ 98,221,706 － 9,117 － 7,842
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（６）【大株主の状況】

 平成24年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

丸全商事株式会社 横浜市中区長者町四丁目11番11号　 8,229 8.37

明治安田生命保険相互会社　 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号 6,095 6.20

株式会社横浜銀行 横浜市西区みなとみらい三丁目1番1号　 4,517 4.59

株式会社みずほ銀行　 東京都千代田区内幸町一丁目1番5号　 4,510 4.59

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号　 3,716 3.78

丸全昭和運輸取引先持株会　 横浜市中区南仲通二丁目15番地 3,331 3.39

日本トラスティ・サービス信託銀行株式

会社（信託口）
東京都中央区晴海一丁目8番11号 2,327 2.36

株式会社損害保険ジャパン　 東京都新宿区西新宿一丁目26番1号　 2,324 2.36

横浜振興株式会社 横浜市中区南仲通二丁目21番1号 2,207 2.24

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 東京都渋谷区恵比寿一丁目28番1号　 1,760 1.79

計 － 39,018 39.72

　（注）上記のほか、当社は自己株式を7,029千株所有しております。

　

（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

　 平成24年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 ────── ────── ──────

議決権制限株式(自己株式等) ────── ────── ──────

議決権制限株式(その他) ────── ────── ──────

完全議決権株式(自己株式等)

（自己保有株式）
────── 権利内容に何ら限定のない当社にお

ける標準となる株式 

普通株式 7,029,000
（相互保有株式）

──────
普通株式 149,000

完全議決権株式(その他) 普通株式 90,434,000 90,434 同上 

単元未満株式 普通株式 609,706────── 同上

発行済株式総数 98,221,706────── ──────

総株主の議決権 ────── 90,434 ──────
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②【自己株式等】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 平成24年9月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合

（％）

（自己保有株式）

丸全昭和運輸株式会社

横浜市中区南仲通

二丁目15番地
7,029,000－　 7,029,000 7.15

（相互保有株式）

国際埠頭株式会社

横浜市中区豊浦町

３番地
149,000－　 149,000 0.15

計 － 7,178,000－　 7,178,000 7.30

　

　

　

２【役員の状況】

該当事項はありません。　
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（平成24年７月１日から平成

24年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年９月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 7,069 6,420

受取手形及び営業未収金 ※4
 18,479

※4
 17,391

有価証券 5,399 4,699

貯蔵品 116 107

前払費用 466 652

繰延税金資産 605 572

その他 1,190 2,516

貸倒引当金 △19 △19

流動資産合計 33,306 32,340

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 20,708 20,200

機械及び装置（純額） 1,545 1,507

車両（純額） 510 537

工具、器具及び備品（純額） 53 50

リース資産（純額） 540 588

土地 18,359 18,359

建設仮勘定 208 1,322

有形固定資産合計 41,924 42,565

無形固定資産

のれん ※3
 0

※3
 0

その他 757 940

無形固定資産合計 757 941

投資その他の資産

投資有価証券 12,467 11,403

長期貸付金 230 270

繰延税金資産 15 46

その他 5,490 5,206

貸倒引当金 △27 △28

投資その他の資産合計 18,175 16,897

固定資産合計 60,858 60,404

資産合計 94,165 92,745

EDINET提出書類

丸全昭和運輸株式会社(E04178)

四半期報告書

15/26



（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び営業未払金 9,061 8,377

短期借入金 9,788 14,468

1年内償還予定の社債 29 29

未払金 469 582

未払法人税等 1,136 647

未払消費税等 330 263

未払費用 1,656 1,663

賞与引当金 1,212 1,200

役員賞与引当金 1 1

災害損失引当金 17 17

その他 775 705

流動負債合計 24,479 27,957

固定負債

社債 144 130

長期借入金 10,574 5,706

繰延税金負債 1,470 1,323

退職給付引当金 518 227

役員退職慰労引当金 10 4

資産除去債務 586 585

その他 810 764

固定負債合計 14,115 8,741

負債合計 38,595 36,698

純資産の部

株主資本

資本金 9,117 9,117

資本剰余金 7,848 7,848

利益剰余金 39,792 40,744

自己株式 △2,465 △2,466

株主資本合計 54,292 55,244

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,525 1,028

為替換算調整勘定 △328 △320

その他の包括利益累計額合計 1,196 708

少数株主持分 81 94

純資産合計 55,569 56,046

負債純資産合計 94,165 92,745
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年９月30日)

営業収益 43,566 43,658

営業原価 39,498 39,678

営業総利益 4,068 3,980

販売費及び一般管理費 ※1
 1,875

※1
 1,723

営業利益 2,192 2,257

営業外収益

受取利息 4 4

受取配当金 136 140

持分法による投資利益 136 161

雑収入 69 84

営業外収益合計 347 389

営業外費用

支払利息 131 126

雑支出 46 39

営業外費用合計 178 166

経常利益 2,361 2,480

特別利益

固定資産売却益 14 48

特別利益合計 14 48

特別損失

固定資産除売却損 38 17

投資有価証券評価損 － 500

80周年記念事業費 29 －

特別損失合計 68 517

税金等調整前四半期純利益 2,307 2,011

法人税、住民税及び事業税 794 575

法人税等調整額 111 105

法人税等合計 906 680

少数株主損益調整前四半期純利益 1,400 1,330

少数株主利益 23 13

四半期純利益 1,377 1,317
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【四半期連結包括利益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 1,400 1,330

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △544 △490

為替換算調整勘定 △4 8

持分法適用会社に対する持分相当額 △11 △6

その他の包括利益合計 △559 △488

四半期包括利益 841 842

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 817 829

少数株主に係る四半期包括利益 23 13

EDINET提出書類

丸全昭和運輸株式会社(E04178)

四半期報告書

18/26



（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 2,307 2,011

減価償却費 1,430 1,372

のれん償却額 27 0

退職給付引当金の増減額（△は減少） △240 △290

受取利息及び受取配当金 △140 △144

支払利息 131 126

持分法による投資損益（△は益） △136 △161

固定資産除売却損益（△は益） 24 △31

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） － 500

売上債権の増減額（△は増加） △72 1,097

たな卸資産の増減額（△は増加） 6 8

仕入債務の増減額（△は減少） △342 △687

未払消費税等の増減額（△は減少） 81 △66

その他の流動資産の増減額（△は増加） △192 △511

その他 △363 △121

小計 2,519 3,103

利息及び配当金の受取額 161 170

利息の支払額 △132 △127

法人税等の支払額 △879 △1,063

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,668 2,082

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △414 △1,605

有形固定資産の売却による収入 18 58

無形固定資産の取得による支出 △17 △36

投資有価証券の取得による支出 △14 △49

貸付けによる支出 △94 △48

その他 △102 △562

投資活動によるキャッシュ・フロー △625 △2,244

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出 △30 △30

長期借入れによる収入 397 639

長期借入金の返済による支出 △685 △797

社債の発行による収入 110 －

自己株式の売却による収入 － 0

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △369 △364

少数株主への配当金の支払額 △0 △0

その他 △87 △112

財務活動によるキャッシュ・フロー △665 △666

現金及び現金同等物に係る換算差額 △32 △20

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 344 △848

現金及び現金同等物の期首残高 11,599 12,868

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

109 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 12,053

※1
 12,019
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【連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更】

該当事項はありません。 

  

 

【会計方針の変更】

    (減価償却方法の変更）

　当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取得し

た有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

　なお、これによる当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響額

は軽微であります。

　

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　　該当事項はありません。

　

【追加情報】

該当事項はありません。 
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

  １　保証債務

　連結会社以外の会社の金融機関等からの借入に対し、債務保証を行っております。

前連結会計年度
（平成24年３月31日）

当第２四半期連結会計期間
（平成24年９月30日）

㈱ワールド流通センター 572百万円 ㈱ワールド流通センター 519百万円

青海流通センター㈱ 62 青海流通センター㈱ 54

計 634 計 574

 

　２　受取手形裏書譲渡高

 
前連結会計年度

（平成24年３月31日）
当第２四半期連結会計期間
（平成24年９月30日）

受取手形裏書譲渡高 68百万円 69百万円

 

※３　無形固定資産であるのれんと相殺した差額を記載しております。

　なお、相殺前の金額は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（平成24年３月31日）
当第２四半期連結会計期間
（平成24年９月30日）

のれん 3百万円 2百万円

負ののれん 2 1

　

※４　四半期連結会計期間末日満期手形

　四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。

なお、当四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形が

四半期連結会計期間末日残高に含まれております。

 
前連結会計年度

（平成24年３月31日）
当第２四半期連結会計期間
（平成24年９月30日）

受取手形 155百万円 134百万円

　　

（四半期連結損益計算書関係）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自  平成23年４月１日
至  平成23年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自  平成24年４月１日
至  平成24年９月30日）

役員報酬 270百万円 285百万円

給料 615 589

賞与 110 137

外注人件費 57 73

減価償却費 96 90
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
前第２四半期連結累計期間
（自  平成23年４月１日
至  平成23年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自  平成24年４月１日
至  平成24年９月30日）

現金及び預金勘定 5,754百万円 6,420百万円

取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来す

る短期投資（有価証券）
6,298 4,599

流動資産のその他に含まれる運用期間が

３ヶ月以内の信託受益権　
－ 1,000

現金及び現金同等物 12,053 12,019

　

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年９月30日）

　(1) 配当金支払額

　
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資　

平成23年６月29日

定時株主総会
普通株式 369 4.0平成23年３月31日平成23年６月30日利益剰余金　

(2) 基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間

末後となるもの

　
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資　

平成23年11月７日

取締役会
普通株式 461 5.0平成23年９月30日平成23年12月12日利益剰余金　

(注)１株当たり配当金５円00銭には、創立80周年記念配当１円00銭が含まれております。

　

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成24年４月１日　至　平成24年９月30日）

　(1) 配当金支払額

　
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資　

平成24年６月28日

定時株主総会
普通株式 364 4.0平成24年３月31日平成24年６月29日利益剰余金　

(2) 基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間

末後となるもの

　
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資　

平成24年11月12日

取締役会
普通株式 364 4.0平成24年９月30日平成24年12月10日利益剰余金　
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自平成23年４月１日　至平成23年９月30日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報　

（単位：百万円）　

　

　

報告セグメント　

その他

（注１）　
合計　

調整額

（注２）　

　

四半期連

結損益計

算書計上

額

（注３）　

物流事業　

構内作業及び

機械荷役事業

　

計　

　売上高 　　 　 　 　 　 　

　　外部顧客への売上高 34,451　 7,282　 　41,733　1,832　43,566 　－ 　43,566

　　セグメント間の内部売上

　　高又は振替高
　－ 　－ 　－ 　223 　223 　△223 　－

計　 　34,451　7,282　41,733　2,056　43,790　△223　 　43,566　

　セグメント利益　 　1,412 　417 　1,829 　363 　2,192 　－ 　2,192

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、建設業、警備業、産

業廃棄物処理業、不動産業、保険代理業、自動車整備業等のサービスを実施しております。　

２．調整額△223百万円は、セグメント間取引消去額であります。　　

３．セグメント利益の合計は、四半期連結損益計算書の営業利益であります。　　

　

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自平成24年４月１日　至平成24年９月30日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報　

（単位：百万円）　

　

　

報告セグメント　

その他

（注１）　
合計　

調整額

（注２）　

　

四半期連

結損益計

算書計上

額

（注３）　

物流事業　

構内作業及び

機械荷役事業

　

計　

　売上高 　　 　 　 　 　 　

　　外部顧客への売上高 34,633　 7,416　 42,049　 1,609　 43,658　 　－ 43,658　

　　セグメント間の内部売上

　　高又は振替高
　－ 　－ 　－ 217　 217　 △217　 　－

計　 34,633　 7,416　 42,0491,826　 43,875　 △217　　 43,658　　

　セグメント利益　 1,472　 490　 1,962　 294　 2,257　 　－ 2,257　

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、建設業、警備業、産

業廃棄物処理業、不動産業、保険代理業、自動車整備業等のサービスを実施しております。　

２．調整額△217百万円は、セグメント間取引消去額であります。　　

３．セグメント利益の合計は、四半期連結損益計算書の営業利益であります。　　
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前第２四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額 15円20銭 14円72銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（百万円） 1,377 1,317

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額（百万円） 1,377 1,317

普通株式の期中平均株式数（千株） 90,608 89,520

　　（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　　　　　

　

（重要な後発事象）

該当事項はありません。 

 

 

 

 

２【その他】

      平成24年11月12日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

　　　（イ）中間配当による配当金額の総額・・・・・・・・・・364百万円

　　　（ロ）１株当たりの金額・・・・・・・・・・・・・・・・４円00銭

　　　（ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日・・・・・・・平成24年12月10日

　　（注）平成24年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。

　

EDINET提出書類

丸全昭和運輸株式会社(E04178)

四半期報告書

25/26



 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成24年11月13日

丸全昭和運輸株式会社

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 安田　弘幸　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 大和　哲夫　　印

　

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている丸全昭和運輸株式

会社の平成24年４月１日から平成25年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成24年７月１日から

平成24年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年９月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ

・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

　

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結

論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して

四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、

分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、丸全昭和運輸株式会社及び連結子会社の平成24年９月30日現在の財政状

態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示してい

ないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告書提出会社）が別途保

管しております。 

　      ２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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